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第７章

フィリピン沿岸州自治体の環境「ガバナンス」

西村謙一

はじめに

フィリピンの政治，行政の特徴としてしばしば指摘されることは，政
府の自律性の弱さである。それは具体的には，政治経済エリートの利害
に絡めとられ，官僚制は腐敗し，基礎的なサービスを効率的に国民に供
給できず，法を効果的に施行できない政府として描かれる（Villacorta

［1994: 67,86］，Brillantes［1994: 42］）。すなわち，フィリピンの政府は，
法的権限にもとづき必要な行政サービスを遂行するという「ガバメント」
能力の弱さが問われてきたのである。

ミグダルの「弱い国家」論（Migdal［1988］）に依拠するこれらの議
論は，おもに国家を対象としているが，クラークがアンダーソンの議論を
引いて指摘するように，フィリピンの地方政府はエリートによる政治支配
の基盤として機能してきた経緯がある（Clarke［1998: 134］）。その意味で，
政府の自律性の欠如は地方政府の特質でもある。それどころか，地方政府
においては，エリートによる政治支配がよりあからさまな形で現れること
もある。そのひとつの典型が，サイデルによって描き出された「ボシズム

（Bossism）」である。そこでは，地方の政治エリートは，公選職ポストに
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付随する権限を個人的な利害のために利用し，公共の利益には関心を示さ
ない。その結果，法は恣意的に運用され，資源配分はゆがめられ，政策は
政治エリートの利害を反映したものになる（Sidel［1999］）。

このようなエリートによる政治支配のもとでは，地方政府における人
事も，往々にして首長や地方議員の介入に左右される（Tapales et al．

［1998b: 211］）。その結果，たとえば，人員不足に陥る部局がある一方
で，首長官房部局には過剰人員が発生し（Padilla［1998: 231］），昇進が
政治的介入によって左右されれば職員の士気も損なわれる（Legaspi and 
Santiago［2002: 132-133］）。このような環境では，地方政府の官僚制は
およそ自律的な存在にはなり得ないであろう。実際ワーフェルは，フィリ
ピンの官僚制は今日に至るまでパトロン―クライアント関係によって支配
されていると指摘し，そのような官僚制に公共利益の追求を期待するこ
とは困難であるとの見解を示して，「ガバメント」能力の欠如を指摘する

（Wurfel［2006: 4-5］）。
以上で概観したように，フィリピンの地方政府は，政治経済エリート

の圧力から自律して公共利益に配慮した政策を形成し実施する「ガバメン
ト」の機能を必ずしも十分に備えてこなかった。

しかしながら，1986 年の「エドサ革命」後に復活した民主主義体制の
もと，1987 年憲法と 1991 年地方政府法（共和国法 7160 号）によって，
地方政府のあり方に変化を与えうるような制度変更が行われた。その意
義を要約すれば，次の三点にまとめることができる。すなわち，第 1 に，
政策の策定と実施の権限が地方政府に大幅に移譲され，首長の自律性を高
める効果が，少なくとも法制度上はもたらされたこと，第 2 に，地方政
府の財政基盤の強化が図られ，地方政府，さらには首長の自律性の強化
を財政面から補強する措置も施された（「ガバメント」の強化）こと，そ
して第 3 に，NGO や People’s Organization（以下，PO）などを通じた
市民や民間セクターの行政への参加に法的基盤が与えられ，多元的アク
ターの資源や参加を行政サービスに生かす「ガバナンス」が地方行政の公
式な手段のひとつと位置づけられたことである（Tapales et al．［1998a: 
189］，Tapales［2002: 49-50］）。

とりわけ，市民や民間セクターの行政参加は，二つの点においてフィ
リピンの地方政府のあり方を変えるものとして注目される。それは，本書
全体を貫く問いである，分権化が推進された後の地方自治制度とその行政
サービスでは何が変わったか，という問題にも直接かかわっている。

第 1 に，法的な自律性が強化されたとはいえ，実際には「ガバメント」
能力の基礎となるべき財政基盤や人的基盤の脆弱さに悩む地方政府が多い
なか，政府と市民・民間セクターの協働によって市民や企業のもつ資源を
活用し，政策策定や実施の効率性や効果を高めることが期待される。すな
わち，「ガバナンス」の推進による「ガバメント」の補完である。たとえ
ば，NGO や PO が参加した市民協議会を設置して多くの事業を実施した
ナガ市や（Kawanaka［2002］，Cariño ［2005: 15-23］，Shatkin［2008］），
民間セクターへの事業委託によって中央公設市場の効率的な運営を実現
したマラボン市の事例などがこのケースにあてはまるだろう（Calugay

［2002: 292-303］）。
第 2 に，地方政府がより「強い政府」に変化する可能性である。ワーフェ

ルは，フィリピンの官僚制が自律性を高めるには，互いに競合しあうさま
ざまな社会勢力が政府に圧力をかけることによって，公共利益の追求とい
う方向性を官僚制に与え，法の支配を強化することが重要であると指摘す
る。そして，エリートが支配する伝統的なパトロネージ・システムに対抗
しうるアクターとして，彼はNGOの存在を強調する（Wurfel［2006: 5-6］）。
つまり，NGO をはじめとする市民社会組織を通じて，従来は政策過程か
ら疎外されていた人々の参加を実現することにより，地方政府をエリート
層からの圧力に「強い政府」，「ガバメント」が機能しうる政府に変化させ
ることである。これは，「ガバナンス」を通じた「ガバメント」の強化といっ
てもよい。

本章では，以上のような地方行政と市民参加についての認識にもとづき，
市民と地方政府との協力による政策実施の事例としてバターン州の総合沿
岸管理事業（Integrated Coastal Management: ICM）を取り上げる。この
事例研究を通して，「ガバメント」と「ガバナンス」の関係が地方政府の政
策パフォーマンスにどのような影響を与えているのかをみていきたい。
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以下ではまず，地方政府の沿岸管理が抱える問題点を，いくつかの先
行事例に関する既存の調査分析を参考に検討する。そして，これらの検討
結果から，効果的な沿岸管理事業の条件となりうる要素を抽出する。次に，
筆者自身の調査にもとづき，バターン州の ICM についてその特質を分析
する。あわせて比較のためカビテ州の事例にも言及しながら，住民参加が
地方政府の政策にどのような影響を与えるのかを検討する。

第 1 節　フィリピンにおける沿岸管理事業の一般的評価

フィリピンでは，後述する「東アジア海域環境管理パートナーシッ
プ（Partnerships in Environmental Management for the Seas of East 
Asia: PEMSEA）」のもとで ICM が開始された。これ以前から，沿岸管理
事業は全国各地で行われてきたが，現在，この事業で重要な役割を担って
いるのは地方政府である。その法的根拠は地方政府法と 1998 年漁業法に
求められる。

地方政府法によれば，地方政府は国と協力しながら調和のとれた生態
系の維持に責任をもち（同法第 3 条（i）項），市・町は管轄海域内にお
ける各種漁業関連法の執行に責任をもつ（同法第 17 条（2）項（i））。ま
た，漁業法第 16 条は，市・町が沿岸海域における資源管理の権限をもつ
ことを規定している。この二つの法律により，市・町は沿岸から 15km
までの海域の管轄権限を有し，沿岸管理事業の計画と実施に一義的責任を
負うことになった（Eisma et al．［2005: 344-345］, Lowry et al．［2005: 
316］，Milne and Christie ［2005: 430］）。

それでは，沿岸管理事業に法律上は一義的な権限と責任をもつ地方政
府の事業実施は，これまでどう評価されてきたのだろうか。実は，地方政
府法，漁業法ともに，移譲された権限を実施するにたる政策資源（地方政
府の能力向上プログラムや予算など）の保障は何ら与えていないとされる

（Lowry et al．［2005: 316］，Milne and Christie［2005: 430］）。こう
した資源の欠如のなか，地方政府は与えられた権限を効果的に行使し，責

任を果たせているのであろうか。
この問題にかかわる事例研究はすでに積み重ねられていることから，

本節では最初に先行研究を検討し，何が効果的な沿岸管理の条件として認
識されているかを先に把握しておくことにしたい。

1．沿岸管理事業の評価

イスラエルらによれば，フィリピン国内で行われた初期の沿岸管理事
業は，1974 年に西ヴィサヤ地方のアポ島とスミロン島で実施された，サ
ンゴ礁保全事業であった。その後，世界銀行が中部ヴィサヤ地方の事業
に財政支援を行い，1986 年には USAID の資金援助による「沿岸資源管
理プログラム（Coastal Resource Management Program: CRMP）」の
試験サイトのひとつにリンガエン湾が選定された（Israel et al．［2004: 
111］）。以後，沿岸資源管理事業はフィリピン全土に広がり，これまで
100 以上の事業が実施され，プロジェクト・サイト内に設置された海洋保
護区（Marine Protected Area: MPA）の数は 400 を超えるといわれる。

このように，沿岸管理事業はフィリピン全土で数多く実施されてきた
が，事業をめぐる評価は必ずしも肯定的ではなかった。これらの事業の
多くは持続性を欠き，海洋資源の保全機能を果たしている MPA は全体の
20 ～ 25％に過ぎないといわれているのである（Pomeroy et al．［2005: 
361］，Pollnac et al．［2001: 684］）。

それでは，このような問題が発生する要因をどこに求めることができ
るだろうか。この点を，先行研究をもとに整理してみよう。

第 1 に，「ガバメント」を機能させる基盤としての財政問題である。バ
タンガス州マビニ町では，1980 年代末から国内 NGO の支援による沿岸
管理事業を開始しているが，町政府は違法漁業者の取締り活動に予算を十
分充てられず，NGO からの資金援助に活動資金の大半を依存する状態が
続いてきた。また同町に隣接するティングロイ町では，違法漁業者取締り
がほとんど唯一の沿岸管理事業であったが，その予算さえもがほかの目的
に流用されてしまった（Milne and Christie［2005: 436-437］）。フィリ
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ピンでは分権化後の地方政府の多くが財政難に直面し，沿岸管理も同様の
状況にある（Pomeroy and Pido［1995: 218］）。そのため地方政府の多
くは，事業の主要部分を外部資金に依存せざるを得ないのである（Milne 
and Christie［2005］）。

第2の問題は，地方政府，特に首長の積極的関与の不足である。たとえば，
南北カマリネス州にまたがるサンミゲル湾では，1993 年に「サンミゲル
湾管理協議会」を湾岸の 7 町長・地元零細漁民代表を含む 31 人の評議員
によって組織し，水産資源管理の推進体制が複数の地方政府をまたいで構
築された。ところが，関係町長は零細漁民の利害には無関心で，議長であっ
た町長，町長に近い協議会事務局長ともに，運営に力を入れなかった。さ
らに，協議会には参加地方政府が予算を拠出するはずであったが，実際に
予算を拠出した地方政府は 2 町に過ぎなかった。その結果，協議会は何
のプロジェクトも実施できないまま，発足 3 年後には活動休止状態に陥っ
た（Sunderlin and Gorospe ［1997: 336-337］）。

第 3 に，利害関係者間で事業利益の配分をめぐって対立が生じ，事業
推進の妨げになることがある。その典型的事例が，先にみたマビニ町と
ティングロイ町における観光業者と漁民の間の対立である。両町は，沿
岸海域に設定された MPA での漁とスキューバダイビングを禁止する条例
を発布したが，スキューバダイビング禁止は，結果的に実効性をともな
わなかった。そのため，観光業者が地方政府により強いアクセスをもつ
ことに対する漁民の不満が高まり，地元漁民と観光業者の対立が促進さ
れた（Oracion et al．［2005: 397，400-401］）。エリート層からの圧力
に弱いフィリピン地方政府の典型的な姿が，ここにみられる。この例に
示されるように，利害関係者間の利益配分に偏りがみられる場合，公正
に利益を配分されないと不満を抱く人々は，事業に積極的に関与しよう
とはしないであろう。

そして第 4 に，住民参加が低調な事業では，その効果は限定的で，持
続可能にもならない。その典型的事例が，USAID の支援によって実施さ
れたパラワン州サンヴィセンテ町の沿岸資源管理事業である。この事業
の目的は，外部の大型商業漁船による乱獲や環境破壊的な違法漁業によっ

て劣化した海洋環境の復旧をめざして，町政府と地元漁民による共同管
理を行うことであった。ところが，違法なものも含むさまざまな漁法を
利用してきた漁民の間に利害対立が生まれ，そのうえ NGO など外部の
事業推進主体や町政府の働きかけが不十分だったことも加わって，漁民
の事業参加は十分には実現しなかった。そのため，設置したはずの MPA
はほとんど機能せず，地元漁民のなかにはその存在さえ知らない者もい
たという。漁民たちは，この事業は地方政府によって「上から」実施さ
れたものと認識し，自らの問題としてとらえることができなかったので
ある（Eder［2009: 141-142］）。この事例は，住民参加が地方政府事業
の効果を上げ持続可能性を保つために重要な要素のひとつであることを
物語っている。

2．効果的な沿岸管理事業の条件

ここで，以上四つの問題点に即して，地方政府による沿岸管理事業を
効果的なものにするための条件を考えてみよう。

まず，財政問題について，先行事例をもとに検討する。マビニ町で違法
漁業取締りが活動を継続し得た背景には，それに資金提供をしている NGO
の存在があった（Milne and Christie［2005: 433-434］）。また，サンミゲ
ル湾での違法漁業取締りに対しても，民間セクターからの資金援助が行わ
れていた（Sunderlin［1994: 227］）。先行研究では，ここでみられる地方
政府の財政制約を事業推進の阻害要因としている。しかし，これらの事例は，
沿岸管理事業の財源を地方政府のみでまかなうのではなく，積極的に民間
セクターの資源を活用することの重要性を示唆しているとみることも可能
であろう。つまり，財政問題については，「ガバナンス」の促進によって「ガ
バメント」を補完することが可能であることを，これらの事例は示してい
るのである。その際に考えるべきポイントは，民間セクターの関与を持続
可能にするメカニズムをいかに構築するかということであろう。

次に，地方政府の事業への積極的関与の問題であるが，これに関しては
首長の姿勢がもつ意味合いが大きい。たとえば，先行研究では成功例とし
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ては評価されていないサンヴィセンテ町が USAID による支援を獲得した
のは，町長が違法漁業者の取締りを主導するなど，海洋環境保全推進の強
い政治的意思を示したためであった。さらに，同町長は，シアン化合物を
利用する漁業者からシアン噴射用コンプレッサーを没収するなど，違法漁
業取締りに向けた政治的指導力を継続的に発揮した。その結果，同町では，
違法漁業が減少したことが確認されている（Eder［2009: 109-110］）。こ
の事例は，地方政府が「ガバメント」としての機能を効果的に果たす際の
首長の重要性を示しているといえよう。

ここで考慮すべき問題は，公選職である首長の交代によって地方政府
の関与の強さが変化する可能性である。首長の交代にかかわらず地方政府
の継続的な事業への関与を確保するためには，地方政府職員の専門性を含
めた能力の向上と恒常的な担当組織の整備を図り，「ガバメント」として
の組織基盤を強化することが必要になろう。

最後に，住民参加の促進についてである。先行研究は，以下の 3 点が
住民参加を促進するためには重要であることを示している。第 1 に，住
民自身のなかに政策参加への自発性が醸成されていること，第 2 に，事
業当初から住民の参加を保障すること，そして第 3 に，参加によって利
益を得られるとの感覚を住民がもつことである。たとえば，首長の事業へ
の積極的参加の欠如が住民参加型の政策形成機関の機能不全をもたらして
いた「サンミゲル湾管理協議会」のケースにおいても，違法漁業者取締り
は部分的に効果を上げている。それは，自らを組織化して協議会に参加す
るという自発性を発揮した地元漁民が，違法漁業取締りにおいても自律的
な活動を展開したことに負うところが大きい（Sunderlin［1994: 227］）。
また，パラワン州ロハス町に設置された MPA は，事業当初から住民のイ
ニシャティブを計画策定と実施の過程に取り入れたこともあって，有効に
機能している（Eder［2009: 144-145］）。前者の事例は，「ガバメント」
の不全を「ガバナンス」が補うことによってある程度の政策効果を上げる
ことが可能になる，ということを示している。

ポルナックらは，45 の事業例をもとに，計量的手法を用いて MPA の
設定と運営が成功するための六つの要素を抽出したが，そのなかでも重視

されているのが，高いレベルでの住民参加である。そして，町政府からの
適切な資源投入があること，NGO などから継続的に助言を得られること
も重要であるという（Pollnac et al.  ［2001: 706-707］）。つまり，地元
住民，地方政府，専門性や財政力をもつ民間企業や NGO など外部支援組
織の三者が積極的かつ継続的に事業に参画することが，沿岸資源管理事業
成功のカギを握るということである。

第 2 節　バターン州総合沿岸管理事業

ここからは，先行事例から抽出された沿岸資源管理事業成功のための
諸条件を念頭に置きつつ，筆者の現地調査から得られた情報にもとづいて
おもにバターン州の事例を取り上げ，「ガバメント」と「ガバナンス」の
どのような関係が政策効果を向上させるのかについて考えてみたい（1）。

1．総合沿岸管理事業（ICM）の概要

まず，バターン州が採用している ICM の枠組みを簡単に紹介しておこ
う。ICM は，国連開発計画（United Nations Development Programme: 
UNDP）が中心となって 1994 年に開始された PEMSEA の中核を構成す
る事業である。そこでは地方政府が中心となって，経済開発と海洋環境管
理および海洋資源保全を両立させるためのさまざまな政策・事業を実施す
る。フィリピンからは，2000 年から参加しているバターン州のほかに，
バタンガス州（1994 年参加），カビテ州（2004 年参加），ギマラス州（2008
年参加）の 4 州が PEMSEA の各種事業を実施している。

ICM の特徴は，政策決定，実施，監視のプロセスに地域住民と民間セ
クターの参加を確保することである。ここでカギとなるコンセプトが政府
―民間パートナーシップ（Public-Private Partnership: PPP）であるが，
なかでも民間セクターとの協力が重視されている。その理由は，第 1 に，
財政制約が大きい地方政府にとって，豊富な資金を有する民間セクターか
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らの財政支援が非常に重要であるという点である。PPP は，ICM を安定的，
持続的に実施するための財源確保のメカニズムなのである。第2の理由は，
民間セクターが有する技術や管理のノウハウが，効率的な沿岸環境管理の
参考になるとの期待である（PEMSEA［2007: 33-34］）。民間セクターの
積極的な関与を確保して事業の財政基盤と技術的基盤を強化したうえで，
地域住民が主体的に政策過程に参画することによって事業に対する地域の
当事者意識を高め，効果的かつ持続的に事業を遂行すること，これがこの
プログラムにおいて重視されている点である。つまり，「ガバナンス」の
促進による「ガバメント」の財政力と技術力の補完，強化がこの事業のカ
ギを握ると認識されているのである。

ICM のおもな事業としては，沿岸利用区画（以下，ゾーニング），戦略
的環境管理計画の策定，マングローブ植樹，人工礁などの設置による漁場
の再生，MPA の整備，海岸・河川の清掃，違法漁業者の取締りなどがある。
とくに，ゾーニングは，海域を利用するさまざまなアクター間の利害の調
整という政治的な性格をもっているため，すべての利害関係者の参加と適
切な制度的整備が必要とされている（PEMSEA［2007: 39-40］）。

バターン州は，2007 年に土地利用計画と沿岸利用計画を統合した包括
的ゾーニングを作成した。これに対して，1994 年から PEMSEA に参加
しているバタンガス州は，この時点では包括的ゾーニングを完成させてい
なかった。この両州を比較すれば，バターン州の ICM がいかに効率的な
ものかが理解できよう。そこで本節では，同州において，どのような要因
が ICM のスムーズな実施に貢献しているのかについて，「ガバメント」と
しての州政府のあり方，「ガバナンス」としての住民参加，民間セクター
の関与のあり方に焦点を当てて分析を試みる。

2．州政府の機能

（1）首長の政治的リーダーシップ
まず，州知事のイニシャティブについて検討しよう。ICM は，ガルシ

ア（Enrique Garcia）現知事の前任者であるロマン（Leonardo Roman）

知事が開始した事業である。ロマン前知事は ICM に対して強い関心を示
し，事業をリードしていった。その結果，同知事時代の 4 年間に，バター
ン州は ICM に関して五つの賞を受賞している。

その後，2004 年に現在のガルシア氏が知事に就任した。同知事は，就
任当初は政治的ライバルである前知事が開始した ICM の継続には消極的
であった（2）。しかし，ガルシア知事の環境問題一般への関心は前任者に
劣らず強いといわれている。たとえば，森林再生事業はガルシア知事時代
の 1993 年に始まったものの，ロマン知事時代には中止され，ガルシア氏
が知事に復帰してから再開された。

ガルシア知事が環境問題に強い関心を寄せる背景のひとつには，沿岸
や森林環境がバターン州の観光資源としての重要性をもっていることがあ
る。とくに，知事夫人は「バターン観光協議会（Bataan Tourism Coun-
cil Foundation）」会長として同州の観光促進に積極姿勢をみせている。
そして，同夫人のもとで，協議会の活動に観光促進とそのための環境保護
という方向性が示されたのである。

こうした背景から，ガルシア知事も現在では ICM に積極的な姿勢をみ
せており，とくに，違法漁業の取締りでは強い政治的指導力を発揮してい
る。フィリピンでは，地元漁民による監視組織（Bantay Dagat）が違法
漁業取締りに従事しているが，バターン州でも，各町に Bantay Dagat が
設置され，フィリピン国家警察などとの協力のもと，違法漁業の取締りを
実施している。Bantay Dagat が効果的に機能するためには，地方政府に
よる支援が重要だが，前述の先行事例でみたように，財政面を含めて十分
な支援を行っていない地方政府も多い。これに対して，ガルシア知事のも
とでは，Bantay Dagatに対しさまざまな支援が提供されている。たとえば，
ボートの燃料費や手当の支給，取締りにおける違法漁船の追跡援護，逮捕
者訴追時における法的支援などである。さらに，拘束された違法漁業者に
関しては，他州では政治家と強い関係をもつ大規模漁業者の場合，政治的
配慮によって訴追されないことが多いのに対し，同知事はそのような配慮
を行わないといわれている（3）。このように，知事自身が違法漁業に対し
て強い姿勢で臨んでいることにより，2009 年までに 900 件以上の摘発が
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行われ，州内での違法漁業は減少しているという。
また，同知事は，違法漁業などでダメージを受けた漁場の再生にも関

心をもち，沿岸各地における人工礁設置を推進している。この事業は，地
元の漁民組織との連携のもとで実施され，同知事は，2009 年には 3690
万ペソに上る予算支出を承認した（4）。

ガルシア知事は，以上のような ICM への積極的姿勢を評価され，
PEMSEA に参加している各国自治体で構成する「持続可能な沿岸開発の
ための PEMSEA 自治体ネットワーク（PEMSEA Network of Local Gov-
ernments for Sustainable Coastal Development: PNLG）」の副議長に 2
期連続で選出された（5）。そして，バターン州は，同知事のもとで ICM に
関して二つの賞を受賞している。同州政府は，ガルシア知事の強い政治
的意思と指導力によって，ICM を効果的に実施するための「ガバメント」
としての機能を発揮することが可能になっているといえよう。

（2）州政府官僚組織の能力
州政府の行政能力にかかわる第 2 の要素として考えられるのは，ICM

管理局長の経歴と能力である。同局長は，もともとは助役（administrator）
を除く同州の最重要ポストのひとつである計画・開発調整官を務めていた

（現在，計画開発局の統括は調整官代理が行っている）。最高幹部の一人
である計画・開発調整官を ICM 担当としたことは，州政府内部において
ICM の受容度を高める効果をもたらした。たとえば，同州は ICM に関す
る技術作業グループを設置しているが，そこには，天然環境資源官，農業
官，計画・開発調整官代理，エンジニアといった幹部職員が参加しており，
各部局間の連携も円滑に行われている。また，同局長は，ICM の実施に
消極的であったガルシア知事を説得して事業の継続を認めさせるのに成功
しているが，その背景には，同局長が長年にわたって州の開発計画作成と
実施において有能な管理職としての実績を積んできたことがあるといわれ
ている（6）。

また，同局長の計画開発局での経歴は 25 年と長く，州内すべての市・
町の計画・開発調整官と長年にわたって緊密な関係を築いてきた。それだ

けでなく，同局長は，一部の計画・開発調整官とは，非公式な形でも関係
を形成している。たとえば，アブカイ町の計画・開発調整官は，同局長と
小学校時代の同級生である。また，サマル町の計画・開発調整官は，地元
NGO の事務局長を務めており，NGO の立場でも同局長と頻繁に会って
いる。こうした例にみられるような非公式なものも含めて，緊密な人間関
係のネットワークが ICM 管理局長と各市・町の計画・開発調整官の間に
構築されていることは，各市・町と州の連携をより促進する効果をもつで
あろう。

ここで，バターン州政府官僚機構の「ガバメント」としての能力を示す
事例として，ICM に関する会議運営の様子をみておこう。同州では，毎
年 9 月に海岸清掃を行っているが，そのためには，資機材を調達し，清
掃に参加する多くのアクターに事業内容を周知して役割分担を明確化する
必要がある。州政府の ICM 管理局はこのための一連の作業を担当してお
り，8 月下旬に開催される会議はその一環である。80 人近い関係者が参
加する会議では，管理局が事業の概要と手順を説明し，資機材の配分を調
整し，清掃時のコーディネータとなる人員（中央政府出先機関の職員，市・
町の職員，民間企業関係者，国軍，国家警察，沿岸警備隊）の指名・配置
を確認する。とくに，資機材の配分や人員の指名・配置には事前の根回し
が十分に行われていないと会議は混乱することが予測されるが，会議は管
理局職員が州政府他部局の支援を受けつつ円滑に進行していた。このよう
な円滑な会議進行は，そこに至るまでの過程において，管理局を中心とす
る州政府が，多様なアクターとの間で事前調整を十分に行ってきたことを
物語っているといえるだろう。

そもそも海岸清掃に関する会議は，ほかの州ではバターン州とは異なっ
て環境天然資源省が主導することが多いという。すなわち，沿岸管理事業
を行っているフィリピンの州政府のなかには，事業の効果的な調整のため
に中央政府の支援を必要としているところもあるのである。これと比較す
ると，バターン州では沿岸管理事業に関して，州政府が自律的に事業を調
整，推進する能力を備え始めているといえよう。

以上にみたように，バターン州政府は，首長の政治的指導力と官僚制
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の人的基盤において，効果的な政策実施のための「ガバメント」能力をあ
る程度備えているのである。

3．住民参加と NGO の関与

次に，住民の ICM への参加とそれを支援する NGO の関与のあり方を
みておこう。住民の組織化や政策過程へのインプットの状況をみることに
より，住民参加が実質的なものか名目的なものにとどまっているのかを考
えてみたい。

（1）住民参加の状況
住民参加はおもに PO を通じて行われている。バターン州の 11 の沿岸

地方政府にはいずれも漁民の PO があるが，このうち四つの地方政府では，
町レベルの PO 連合が組織されている（2009 年現在）。また，州レベルの
PO 連合―バターン漁民連合（Alyansa ng Mangingisda sa Bataan）は
1994 年に組織され，およそ 1 万 3000 人のメンバーを擁する。

バターン漁民連合の結成年度が 1994 年であるという事実が示すのは，
バターン州では ICM が開始される以前から漁民が積極的に自らを組織化
しているということである。たとえば，事業開始当初から ICM に積極的
に参加しているオリオン町の PO「オリオン漁民ネットワーク協会（Sama-
han at Ugnayan ng Pangisdaan sa Orion: SUGPO）」は，違法漁業によ
り水産資源が破壊されている現状に危機感を抱いた漁民自身が町レベルの
沿岸資源管理への参加を目的として，1992 年に結成した組織である。ま
た，マリベレス町の「バターン海洋天然資源保護（Sagip Likas Yamang 
Dagat ng Bataan, Inc.: SALBA）」は，NGO「フィリピン農村再建運動

（Philippine Rural Reconstruction Movement: PRRM）」の支援を得て
1996 年に結成されている。このように，1990 年代から漁民たちが自ら
の組織化を進めてきたバターン州では，ICM に対する漁民の参加が促進
されやすい条件が備わっていたということができよう。

事実，ICM の各種事業には，PO の比較的積極的な参加をみることがで

きる。たとえば，ゾーニングでは，PO の漁民メンバーは州政府との協議
において，彼ら自身の経験と知識にもとづいて，伝統的漁，近代的漁，養
殖漁場などに指定すべき海域を提案した。その結果，漁民の多様性に合わ
せたゾーニングが実現し，各々の漁民は自らの操業海域の確保が可能に
なった。以前は規則がなかったため，操業海域をめぐって漁民間で争いが
多発していたが，各々の漁民の利害を反映させたゾーニングの完成により，
それが収まることが期待されている。従来の沿岸管理事業では，住民参加
の低調さが彼らの当事者意識の希薄さにつながり，事業の効果を削いでい
たが，本事業ではゾーニング策定過程への漁民参加が曲がりなりにも確保
されている。このことは，彼らの当事者意識を高め，ゾーニングによる漁
業規制を自ら受け入れるという態度を導く可能性があるだろう。

違法漁業取締りでは，先にも述べたように，Bantay Dagat を組織する
地元漁民が積極的に活動している。しかも，Bantay Dagat の活動内容は，
マングローブ保護，マングローブ育苗場に植える若苗の収集，バランガイ
住民への生計支援など，違法漁業取締りにとどまらない幅広いものになっ
ている。さらに，Bantay Dagat の長は多くの場合地元の漁民 PO のリー
ダーでもあり，このことは Bantay Dagat の活動における漁民自身のイニ
シャティブを担保するのに貢献している（7）。

ただし，一部の Bantay Dagat については，問題も発生した。メンバー
の漁民が，違法漁業者から金銭を受けとり，違法漁業を見逃していたので
ある。しかしながら，この事態に対する地方政府の対応は厳格なものであっ
た。まず，不正行為を行った Bantay Dagat が所属する町の町長は，これ
を解散させ，地元漁民の推薦にもとづいて新たにメンバーを選任した。そ
して，州政府農業局は，新メンバーの選任において，旧メンバーのなかで
不正行為に加担していなかった者が不利益を被らないように，町政府に助
言を与えた。その結果，不正行為に加担していなかったメンバーは新たに
編成されたBantay Dagatに継続的に任用された。経験を積んだ旧メンバー
の再任用は，新しい Bantay Dagat が一定のトレーニングを要する違法漁
業取締り活動をスムーズに開始するためにも，重要なことであった。この
一連のプロセスを経て，Bantay Dagat は違法漁業取締り活動を無事に再
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開させることができたのである。この件に関しては，地方政府は「ガバメ
ント」として適切な政策執行を行ったといえるだろう。

海洋資源再生事業においては，PO は MPA や人工礁の監視といった実
施段階だけでなく，MPA，人工礁，マングローブ植樹の場所の提案など，
政策形成にもかかわっている。さらに，ICM にかかわる条例の提案など
の立法過程に参画する PO も出ている。

これらの PO は，それぞれの方法で地方政府とのコミュニケーションの
チャンネルを作っている。たとえば，ある PO は 3 週間に 1 回のペース
で定期的に地方政府と会合をもっている。代表が首長と個人的な関係を構
築している PO もある。また，別の PO は，自らの会合に地方政府職員を
招待している。このような地方政府公職者との公式・非公式のネットワー
クは，PO による政策形成過程への政策インプットを容易にしているので
ある。

（2） 住民参加を支えるもの
以上にみたように，バターン州の場合，さまざまな PO や漁民組織が，

政策形成からその実施に至るまで，積極的に参加している様子が伺えるが，
ここからは，住民の積極的な参加を可能にしている要因についてみていき
たい。

第 1 の要因として，民間セクターや NGO の支援がある。民間セクター
については次項でふれることにして，ここでは NGO，特に PRRM バター
ン支部の支援について概観する。

PRRM バターン支部は，事業開始当初から積極的に ICM に関与してい
る NGO のひとつである。その具体的活動は，住民に対する啓蒙，コミュ
ニティの組織化，漁民組織が地方政府や中央政府，国際機関などからの資
金援助を獲得するためのプロジェクト形成支援などである。とくに，プロ
ジェクト形成支援において，PRRM は，漁民自身がもつアイディアを尊
重する姿勢を重視している。ここには，フィリピンの NGO–PO 関係にお
ける問題，すなわち，NGO による PO の支配を避けようとする PRRM の
配慮をみることができる（8）。

以上のような活動を通じて，PRRM バターン支部は，ICM への PO の
参加を仲介しているが，これに関して重要な点をここで指摘しておきたい。
それは，PRRM バターン支部と地方政府の間の人的ネットワークの存在
である。

まず，PRRM バターン支部の代表は科学技術省（Department of Sci-
ence and Technology：DOST）の州事務所長であり，地方政府の首長や
職員との間で緊密な関係を構築してきた。また，同支部には，地方政府の
副首長や町計画・開発調整官，町議会議員，バランガイ長やバランガイ
役人など，地方政府の公職者がメンバーとして参加している。すなわち，
PRRM バターン支部は，直接的な人的ネットワークを通じて，地方政府
との緊密かつ良好な関係を構築しているのである。このような人的ネット
ワークにより，PRRM は地方政府と PO との仲介役としての機能を効果
的に果たすことが可能になっている。

住民参加を支える第 2 の要素として，1998 年漁業法において設置さ
れた「町 / 市漁業海洋資源管理協議会（Municipal/City Fisheries and 
Aquatic Resources Management Councils：M/CFARMC）」の積極的な
活用がある。M/CFARMC は，水産資源の管理や漁業に関する問題を協議
して地方政府に対して条例を提案する機能をもつが（同法第 74 条），同
法第 75 条の規定により，少なくとも 7 人の地元漁民が委員として加わる
ことが可能である。つまり，漁民は自らがかかわる問題について，地方政
府に直接働きかける法的基盤を獲得しているのである。

バターン州では，M/CFARMC の漁民代表は多くの場合 PO のメンバー
であり，M/CFARMC 議長も漁民代表から選出されている。したがって，
漁民 PO は，非公式のチャンネルに加えて，M/CFARMC といった公式な
チャンネルを通じて地方政府に対して働きかけることができる。政府に働
きかける公式のチャンネルを確保していれば，漁業関連政策に自らの利害
をより確実に反映させることができるであろう。実際，ある町の PO 代表
は，貝の養殖への参入希望者のリストを M/CFARMC で議長として提案す
ることによって，町当局の許可をより確実なものにできると指摘していた。
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4．民間セクターの関与

バターン州 ICM の特徴のひとつは，民間セクターの積極的な関与がみ
られることである。ICM は，同州内に石油精製所を有するフィリピン・
ペトロン社が主導して実施していた海岸清掃事業が，ICM サイトの候補
地を探していた UNDP の目にとまったことから始まった。したがって，
民間企業の関与は 2000 年の事業開始直後から強く，同年 7 月には，州内
に立地する企業 17 社が，フィリピン・ペトロン社の主導によって「バター
ン沿岸保護基金（Bataan Coastal Care Foundation Inc.: BCCFI）」を結
成している。そして，この基金を拠点として，民間企業は ICM に積極的
にかかわっていくようになる。以下にそれを概観しよう。

（1）「ガバメント」と「ガバナンス」を強化する BCCFI の活動
まず，BCCFI は，自らが一アクターとして，海岸清掃やマングローブ

再生など ICM の個別事業に直接参加している。BCCFI の各企業がこれら
の活動に人員を提供するとともに，財政的・物質的支援を行っているので
ある。しかし，BCCFI は，地方政府と住民を政策主体として強化する役
割も果たしている。

第 1 に，BCCFI は，ICM への漁民の参画を促すために彼らの組織化を
支援し，また，PO が世界銀行など国際援助機関から援助資金を獲得する
ための媒介機能を担っている。

第 2 に，BCCFI は，州政府が ICM の調整役として適切に機能するた
めの技術的支援を行っている。同州には，ICM を計画・実施するための
協議機関として州知事を長とする事業調整協議会（Project Coordinating 
Council: PCC）があるが，PCC が軌道に乗るまでの間は，BCCFI 議長が
実質的な議長役を担った。その後，PCC の運営は州政府に委ねられたが，
BCCFI 議長は PCC 議長を務める知事を補佐し続けている。

そして第 3 に，地方政府に対する財政支援である。これに関して
は，毎年 3 月末に，ICM 管理局の職員がマニラ首都圏のペトロン本社に
BCCFI 議長（同議長はペトロン社系財団の理事であり，財団本部は同本

社内にある）を訪ねて，年間の実績を報告するとともに，新たな事業計画
を提示して予算交渉を行っている（9）。この結果を受けて BCCFI は，町や
市，PO に対する支援を実施する。さらに，BCCFI は ICM 管理局の運営
予算についても支援を行っており，その内訳は，コンピュータなどの設備
備品費，管理局職員の旅費，そのほかの必要経費と多岐にわたる。管理局は，
BCCFI からの財政支援がなければ十分に機能し得ないといってもよい。

さらに各企業は，BCCFI の枠組みとは別に，地方政府や PO が実施す
る環境保全活動や代替的生計手段の開発に対して財政支援を行っている。
たとえば，マリベレス町が 2004 年に実施した人工礁の設置事業に対して
は，フィリピン・ペトロン社が財政支援を行った。バターン州の地方政府
は，BCCFI からの財政支援に加えて，BCCFI のメンバー企業から個別に
財政支援を得ることによって，「ガバメント」としての財政基盤の脆弱さ
を補うことが可能になっているのである。

（2）BCCFI による積極的な参加の背景
それでは，民間企業の ICM への積極的関与を促す要因は何だろうか。

そのひとつとしては，BCCFI 参加企業による「企業の社会的責任（Corpo-
rate Social Responsibility: CSR）」への自覚を指摘することができるだろ
う。しかし，企業自身の利害との関係において指摘すべきことは，企業活
動の円滑化のための地域社会への投資としての側面である。

第 1 に，BCCFI 参加企業にとっては，地元漁民などさまざまなアクター
との間での沿岸海域利用をめぐる競合関係を整理することが重要だった。
なぜなら，これらの企業の多くは沿岸部に立地し，製品出荷および原料調
達を海上輸送に依存している。そのため，沿岸海域を漁場として利用する
地元漁民などほかのアクターの活動によって，船舶の航行に支障をきたす
ことがあった。そこで，企業は，多様なアクターとの間で海域利用を調整
するためには，地方政府や地元漁民との協力のもとに ICM を推進するこ
とが有効であると考えたのである。

次に，企業としては，地域社会との関係を可能な限り協調的なものに
しておく必要があった。そうすることによって，仮に事業活動によって公
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害などが発生した場合でも，地元の不満がある程度緩和されることが期待
できる。実際，フィリピン・ペトロン社は，1992 年以降，精油基地が立
地するリマイ町および州政府との間で，地下水の使用料金をめぐって法廷
で争っている（Malixi［2008: 299-300］）。また，2009 年 8 月には，同
社が発生させた悪臭被害に関して州議会で公聴会が開かれ，同社幹部が尋
問を受けた。このような問題を抱えながらも，ペトロン社が大きな支障な
く操業を継続している背景には，ICM を通じた地元との関係構築が一定
程度進んでいることがあるとみることも可能かもしれない。

5．小括

以上にみたように，バターン州の ICM では，地元住民や民間セクター
が積極的に政策過程に参加し，地方政府，とくに州政府が各種事業の調整・
監督において政治的・行政的指導力を発揮していることにより，総じて効
果的かつ効率的に事業が進められている。なかでも，地方政府や住民組織
に対する BCCFI や NGO による支援は，それ自身が「ガバナンス」の一
部をなしつつ，ICM における「ガバメント」と「ガバナンス」全体のパフォー
マンス向上に貢献している。すなわち，BCCFI や NGO の技術的支援は，
地方政府の事業調整能力を強化する一方で，住民の組織化を促し，彼らの
事業形成能力を向上させている。また，BCCFI による財政支援は，地方
政府の財政基盤の脆弱さを補完している。つまり，バターン州では，「ガ
バナンス」の推進によって「ガバメント」を強化しつつ，強化された「ガ
バメント」を中心として「ガバナンス」が全体として政策効果を向上させ
るというメカニズムを観察することができるのである。

次節では，バターン州における「ガバメント」と「ガバナンス」の相
互関係についての理解をより明確化することを目的に，バターン州と同じ
く PEMSEA のもとで ICM を実施しているカビテ州のケースをみていく
ことにしよう（10）。

第 3 節　カビテ州総合沿岸管理事業

カビテ州では，エリネオ・マリクシ（Erineo Maliksi）知事が 2 期目を
迎えた 2004 年に ICM が開始された。この事業では，州政府内に ICM 事
務局を置き，NGO や地元住民で組織する PO の参加を促し，事業への財
政的・技術的支援を行うために民間企業で組織される財団（「持続可能な
環境のためのカビテ財団（Cavite for A Sustainable Environment Inc.: 
CASE）」）を創設した。つまり，バターン州と同様に，地方政府を中心と
して，地元住民，NGO，民間セクターが参加するネットワークを作って
ICM を開始したのである。

しかしながら，カビテ州の場合は，必ずしもアクター間の円滑な協力
関係が実現しているわけではない。たとえば，住民参加の機関として各自
治体に設置されることになっていた協議会は，事業開始から 2 年を経た
2006 年 3 月時点でも 9 の参加自治体のうち 2 町で設置されるにとどまっ
ていた。また，ゾーニングの画定に対しても，各アクターの協力が十分に
得られない状況が続いた。

このような問題の背景にあるものは何か。本節では，バターン州との
比較を意識しつつ，「ガバメント」と「ガバナンス」のあり方に焦点を当
ててみていくことにする。

1．「ガバメント」の問題―州政府官僚組織の弱さ―

まず，州政府官僚組織に関する問題である。就任当時から環境問題に
関心をもっていたマリクシ知事は，大学で環境科学を専攻した新卒者を
2001 年に採用し，環境天然資源局に配属した。そしてこの人物が，2004
年に ICM 事務局長に就任した。しかし，大学卒業後間もない事務局長は，
職位では部局長クラスよりも下位に位置づけられたため，ICM に関する
決定権限を十分には与えられていなかった。この人事配置が結果として，
円滑な事業実施を阻害することになった。

たとえば，ICM 事務局長の業務のひとつに違法イケス網の撤去に関す
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る調整があった。ところが，事務局長が海外研修に出ていた間（2008 年
7 月下旬）に，環境天然資源官が本人と調整することなく事務局長をその
担当から外してしまった。そのため，事務局長の帰国直後に行われたイケ
ス網撤去に関する打ち合わせ会議は，新たに担当を命じられた環境天然資
源局の職員（この職員の本来業務は廃棄物処理であった）が議長役を務め
ることになった。しかし，事業の詳細を知悉していない新たな担当者にとっ
ては，会議のとりまとめは荷が重かった。結果として，会議出席者の間か
ら情報不足への不満が表明され，州政府職員からも実施方法について異論
が出るなど，会議は紛糾して収拾がつかない状態に陥った。そして，会議
当日にはイケス網撤去に反対する漁民が ICM 事務局長のもとに押しかけ
て抗議をしていたが，担当を外されて具体的な撤去手続きの決定に関与し
ていない事務局長は対応に苦慮していた。結局，イケス網撤去は実施され
たものの，その後，航路水域に再び地元漁民が網を設置するといった事態
が発生している。

バターン州との比較においてこの問題を考えた際に導き出されるひと
つのポイントは，「ガバメント」の能力を十分に発揮するためには，戦略
的な人事配置が重要だということであろう。カビテ州では，若年の事務局
長が事業調整役として十分に機能できない状況がみられたのに対し，バ
ターン州では経験豊かな州政府幹部を ICM 担当に据えたことによって，
州政府内外における ICM の受容度を高め，各政府機関の間の協力関係が
構築された。両州が採用した人事戦略の違いが，「ガバメント」の能力に
も違いをもたらしたと考えられる。

2．「ガバナンス」の問題―NGO と地方政府の対立と民間企業の
　　 関与の弱さ―

第 2 に，NGO と地方政府との関係である。ICM 開始当初は，PRRM
カビテ支部や「ラサール・コミュニティ開発センター（Lasallian Com-
munity Development Center: LCDC）」，「河川保護協議会（Sagip–Ilog 
Council）」などの NGO が積極的に参加していた。たとえば，2004 年 9

月に実施された海岸清掃は，州政府と Sagip–Ilog Council および LCDC
との緊密な協力のもとで実施された。

ところがその後，州政府の ICM 担当者とこれらの NGO との間の関係
が悪化した。この関係悪化のおもな原因は，UNDP から提供される援助
資金の管理をめぐる対立にあった。NGO 側は，UNDP からの援助資金は
NGO を対象にしたものであるにもかかわらず，州政府の ICM 担当者が
資金管理に過剰に介入しようとしているとの批判を展開した。これに対し
て，州政府担当者は，NGO が自分を排除しようとしたと反論している。
いずれの主張が正鵠を得ているかの判断は留保するにせよ，両者の対立状
況が続くなかでは，NGO は州政府主催の ICM 事業から手を引く以外に
なかった。

また，別の NGO は，自治体横断的な漁業条例の制定を提案し，州政府
や州内地方政府に働きかけを行った。ところが，この NGO は地方政府に
対して上から指示を与える態度で臨んだために地方政府側の反発を買い，
この試みは頓挫した。

以上にみたように，カビテ州では NGO と地方政府の十分な協力関係を
構築するには至らなかった。その結果，NGO は ICM の個別事業に参加
することはあるものの，ICM に組織的，継続的に参加する状況はみられ
ない。

他方，市・町レベルあるいはコミュニティ内部で活動する PO の場合は，
状況は NGO とは異なる。彼らは，地元政府や州政府ともある程度協力し
ながら ICM 関連の活動を行っている。たとえば，Bantay Dagat は，各市・
町の決議や条例にもとづいて地元漁民によって組織され活動している（11）。
また，2010年にある漁民POが，UNDPの小規模無償援助プログラム（Small 
Grant Programme: SGP）を受給したが，州政府は，そのための計画書作
成を支援した。

しかしながら，専門性を有する NGO の安定的関与の欠如によって，
PO の事業が十分な効果を上げないケースもみられる。たとえば，SGP を
受けている PO は，マングローブ植樹も実施したが，植樹場所の選定や若
苗の保存に関するノウハウをもたなかったため，ほとんどの若苗が根づか
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なかった。
次に，民間セクターの関与についてである。カビテ州では，バターン

州とは異なって，民間企業自身のイニシャティブはみられず，州政府が民
間基金 CASE の創設を主導した。そして，CASE には，企業だけでなく
NGO も参加していた。この二つの要素が，CASE の機能不全を招くこと
になった。

まず，民間企業自身のイニシャティブの弱さから発生した問題である。
第 1 に，CASE 内部でリーダーシップをとる企業がなかった。そのため，
会長人事が失敗に終わった。第 2 に，各企業から CASE に派遣された代
表は，出身企業内で ICM にかかわる決定権をもたない者が多かった。そ
のため，CASE の決定事項が企業の活動に反映されなかった。

次に，より重要なことは，CASE の参加企業と NGO の間で財政負担を
めぐって対立が生じたことである。すなわち，CASE は基金として ICM
に財政支援を行うことが期待されていたが，これに参加していた NGO は
財政的な貢献をしなかった。そのために企業側の不満が高まり，ついには
企業側も財政負担を拒否するようになった。このことが，CASE を機能不
全に追いやった最大の理由であった。

機能不全に陥った CASE は結成後 2 年ほどで実質的に解散した。これ
を受けて，州政府は NGO を外して新たな民間基金を組織したが，この基
金は ICM に直接関与することはなかった。そして，2010 年に新たに就
任した知事は，この基金への州政府の関与を打ち切る決定を下した。結局，
カビテ州では，個別企業が地方政府や住民組織との間で事業ごとに取り決
めを結んで ICM に参加するにとどまっている。

再びバターン州との比較を念頭に，カビテ州における「ガバナンス」
の問題点を考えるならば，次の 2 点を指摘することができる。第 1 に，
NGO・PO と政府との関係の質が，「ガバナンス」の有効性を左右すると
いうことである。バターン州では，NGO も PO も地方政府との間で緊密
な関係を築くことができたのに対して，カビテ州では，技術的専門性をも
つ NGO は州政府と疎遠な関係になった。その結果，カビテ州では，条例
制定や個別事業の効果にも悪影響を与えることとなった。第 2 に，民間

セクターと NGO の間で「ガバナンス」への貢献のあり方をめぐる対立が
あると，「ガバナンス」はうまく機能しないということである。バターン
州では，民間セクターと NGO・PO との関係は，前者が後者に財政支援
を提供するという形で明確になっていたが，カビテ州の場合はその関係が
あいまいであった。このことは，「ガバナンス」を支えるアクター間での
負担と利益の配分が重要なことを示している。

3．不安定な州内政治

先にも述べたように，マリクシ知事は環境問題への関心をもち，環境
科学の専門家を採用して ICM を開始することを決定した。つまり，カビ
テ州が ICM を採用するにあたっては，知事が政治的指導力を発揮したの
である。

ところが，ICM が始まろうとしていた 2004 年 4 月に，州内政治が不
安定化した。事の発端は，同知事が同年選挙で下院議員に立候補したクリ
スピン・レムリャ（Crispin Remulla: 1970 年代からカビテ州の政治を支
配してきたファニト・レムリャ［Juanito Remulla，Sr．］元知事の長男）
への支持を取り下げたことである。このときは，長男が無事当選したこと
もあって大きな政治混乱は発生しなかった。しかし，この後，両者の対立
は行政監察官（オンブズマン）による知事の職務停止処分へと発展した。
レムリャ家の三男である副知事が 2005 年 8 月に，前年 10 月に実施され
た非常用米買い付けにかかわる知事の「不正行為」をオンブズマンに提訴
したのである。この「不正行為」の内容は，知事が米の架空買い付けを行い，
全額を着服したというものであった。これ以後知事は，2007 年 4 月に嫌
疑が晴れるまでの間，自らの地位保全に追われ，十分な政治的指導力を地
方政府に対して行使することが難しくなっていった。とくに，レムリャ家
と政治的に近い首長から ICM に対する協力を十分に得られない状況がみ
られた。

この問題が示しているのは，ある政策に関する首長の関心は，それを
開始するためには有効であるものの，それを安定的に実施するには必ずし
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も十分ではないということである。そこで必要なことは地域内政治の安定
である。これが十分に満たされない場合には，首長の政治的指導力は損な
われ，政策の安定的，効果的な実施は保障されない。

おわりに

本章では，政治的経済的エリートからの圧力に弱く，また財政的，人
的資源など行政資源の制約が大きいために，特定の利益に偏らない政策を
効果的に実施できないといわれてきたフィリピンの地方政府（「ガバメン
ト」）を非政府アクターの参加（「ガバナンス」）が変える可能性があるか，
という問題意識にもとづいて，カビテ州との比較を交えつつバターン州の
ICM を検討してきた。ここでは，これまでの検討をふまえて，政策の有
効性を高めるための「ガバメント」と「ガバナンス」の関係をどのような
視角から整理することができるのかについて考えてみたい。

従来，フィリピンでは，「ガバメント」との関係における「ガバナンス」
の意義について，以下の二つの観点から議論されてきた。第 1 に，「ガバ
メント」能力の不足を補うための「ガバナンス」，第 2 に，特定利益に偏っ
ていた「ガバメント」をより公平なものにするための「ガバナンス」であ
る。このことは，本章で取り上げた事例においても一定程度妥当する。

たとえば，バターン州政府や市・町政府に対する BCCFI の財政支援や
技術支援は，地方政府の行政資源を補い，強化することによって，ICM
の実施を可能にしている（「ガバメント」能力の不足を補う「ガバナンス」）。
また，ゾーニングに地元漁民が積極的に参加することによって，沿岸海域
に多様な地元漁民の漁場が確保されることになった（「ガバメント」が特
定利益に偏ることを防ぐ「ガバナンス」）。つまり，バターン州の事例は，「ガ
バナンス」が「ガバメント」を強化し，これに正当性を与えて，特定利益
に偏らない政策を実現するように機能することを示しているのである。

そして，「ガバナンス」が機能した条件については，以下のように整理
することができる。第 1 に，ICM 開始以前から漁民が自らを組織化し，

彼らのなかに参加への自発性が醸成されていたこと，第 2 に，事業活動
のための良好な社会環境を求めていた企業や，良好な漁場の回復を願って
いた地元漁民が，参加がもたらす利益への期待をもっていたことである。

しかし，バターン州の事例は，「ガバメント」と「ガバナンス」の関係
は後者が前者を補完し，矯正するという関係性だけで語られるべきもので
はないということを示している。

2 節でみたように，バターン州政府の「ガバメント」としての機能は，「ガ
バメント」自身のもつ要因によっても高められてきた。すなわち，第 1 に，
知事が ICM 推進に向けた強い政治的意思と指導力を示したこと，第 2 に，
官僚組織のなかで豊富な経験と人脈をもつ人材がこの事業に配置されたこ
とである。そして，Bantay Dagat や PO など地元住民の組織は，州政府
の財政的，政治的な支援と，不正行為が行われた際の適切な対応によっ
て，政策過程に効果的に参加することができた。このことは，「ガバナン
ス」が効果を発揮するためには，明確な政策的方向性と強い政治的指導力
をもって有効に機能する「ガバメント」の存在が重要である，ということ
を意味する。この点は，不安定な州内政治ゆえに知事が政治的指導力を継
続的に発揮できず，官僚組織に適切な事業調整能力が備わっていなかった
カビテ州において，NGO や民間セクターの効果的，継続的な参加が実現
していないことからも首肯されるところであろう。

ところで，バターン州において「ガバナンス」が効果的なものになっ
たもうひとつの要因として重要なのは，NGO や PO が地方政府との間に
公式・非公式なネットワークを構築していたことである。とくに，NGO
や PO に政府公職者が参加していることは，同州における政府―NGO・
PO 関係の緊密化に大きく貢献している。逆に，NGO や PO の間に参加
への意欲が高くても，参加を円滑化するための人的ネットワークがなけれ
ば，効果的な参加は実現しない。この点は，カビテ州の NGO が，地方政
府関係者との間に円滑な関係を構築できなかったために継続的な参加を実
現できなかったという事実が，如実に示していることである。

以上をまとめると次のように整理できる。それは，「ガバメント」と「ガ
バナンス」の関係は，「ガバナンス」が「ガバメント」能力の不足や欠陥
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を補うという一方向性だけで把握できるのではなく，「ガバメント」自身
が自らのもつ資源を活用して「ガバナンス」が作用するための環境を整え
たときに，「ガバナンス」は有効に機能するということである。そして，「ガ
バナンス」と「ガバメント」の相互作用をより効果的なものにするのは，
二つの領域の間に形成された公式・非公式な人的ネットワークである。

もちろん，バターン州が「ガバメント」と「ガバナンス」の効果的な
相互作用を持続的なものにできるかという点については，今後の展開に待
たなければならない。とくに，次回選挙で首長の交代が確実（現在 3 期
目のガルシア知事は，憲法の規定により次回選挙に立候補することはでき
ない）なだけに，新しい首長の対応次第では，州政府が特定の社会勢力の
利害に絡めとられて有効な政策を実施できない従来型の政府に変化する可
能性も否定できない。しかし，地方政府，民間セクター，地元住民の間に
ある緊密なネットワークが，これまでと同じレベル以上で維持されるなら
ば，実効性が高い ICM の持続的な実施が期待できるように思われる。

【 注 】
（ 1 ）バターン州の事例に関する記述は，筆者自身が実施した現地調査における関係

者へのインタビューおよび収集資料，その後に電子メールで収集した追加情報に
もとづいている。調査期間は，2009 年 8 月 17 日から 21 日まで，同年 9 月 22
日から 25 日まで，2010 年 8 月 22 日から 26 日までである。

（ 2 ）ガルシア家とロマン家は親戚であるが，1980 年代半ば以降，政治的ライバル
関係にある。ロマン知事は，1986 年に当時のアキノ大統領によって知事代行に任
命され，1992 年まで知事職を務めた。その後ガルシア知事が就任したが，ロマン
知事の政治的情実によって州政府に雇用されていた臨時職員を解雇しようとした
ことなどから，ロマン派の町長らも加わったリコールによって1994年に失職した。
ロマン知事は失職したガルシア知事の後に知事職につき2004年までその座にあっ
たが，2001 年選挙の際にはガルシア派が，3 期知事を務めているロマン知事は立
候補資格を失っているとして中央選挙管理委員会に提訴した（ 1 期目：1994 ～
1995 年， 2 期目：1995 ～ 1998 年， 3 期目：1998 ～ 2001 年）。中央選管は
1994 年から 1995 年は失職したガルシア知事の任期に当たるとの判断を下したた
め，ロマン知事は 2001 年に知事選に出馬して当選した。他方で，2001 年選挙で
は，両者は下院議員と州都の市長に関して協定を締結して，各々のポストを分け
合っている（Malixi［2008: 287-288］）。結局のところ，両者の対立は，州政府
の事業実施にとって大きな障害となるには至っていないようにみうけられる。

（ 3 ）バターン州沿岸海域で違法漁業を行っている大規模漁業者の多くは，マニラ首

都圏のナボタス市やパラニャケ市に拠点を置いている。
（ 4 ）ガルシア知事は，もともとは公認会計士であった。そのため，知事は税の問題

に知悉しており，知事就任後に州の税収は向上し，以前と比較してより多くの事
業を実施することが可能になった。

（ 5 ）PNLG は，PEMSEA のもとで ICM を実施している地方自治体で構成される国
際的ネットワークとして 2001 年に結成された。ICM に関する情報や意見の交換
の場として機能している。

（ 6 ）なお，ICM 管理局長に関して付言するならば，同局長の父親は漁業を営んでいた。
そして，局長自身，1980 年代と比較して 1990 年代以降の漁獲量が減少していっ
た様子を，父親の姿を通して実感してきたという。このことは，同局長が ICM に
精力的に取り組む動機の重要な部分をなしているということがいえよう。

（ 7 ）バターン州には全体で 1 万 3000 人弱の漁民がおり，そのうちの 60 ～ 70％は
何らかの漁民組織のメンバーになっている。

（ 8 ）フィリピンでは，NGO が PO を支援・指導する関係にあるが，この関係のなか
で NGO による PO の支配が発生することが指摘されている。NGO が PO のニー
ズを無視して自らの望む事業を押し付けたり，事業の管理権を NGO が握ってし
まうといったことが起きるのである。この背景には，資金調達力と知識をもつ
NGO と，それを NGO に依存せざるを得ない PO との間に横たわる資源格差の問
題がある（Ferrer［1997］）。

（ 9 ）筆者は，2010 年 3 月 26 日にフィリピン・ペトロン社本社で行われた ICM 管
理局と BCCFI 幹部との会議を傍聴する機会を得た。筆者が傍聴したときの議題は，
沿岸環境保全の必要性に関して地域住民をどのように啓蒙すべきか，という点で
あったが，ICM 管理局が提案した案に対して BCCFI 側がその有効性につき疑問
点をただすなど，会議はさながら管理局職員に対する行政能力向上のためのワー
クショップの様相を呈していた。

（10）カビテ州の事例に関する記述は，2006 年から 2010 年の間に数回にわたって筆
者が実施した現地調査における関係者へのインタビュー調査および収集資料，そ
の後に電子メールで州政府関係者から収集した追加情報にもとづいている。

（11）カビテ州でも，Bantay Dagat がかかわる事件が発生した。Bantay Dagat の
リーダーが，違法漁業者を拘束して罰金を徴収したにもかかわらず，拘束の事実
を地元政府に報告しなかったというものである。このリーダーは逮捕されたが，
MFARMC の議長も務めていたため，MFARMC も機能不全に陥った。
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まうといったことが起きるのである。この背景には，資金調達力と知識をもつ
NGO と，それを NGO に依存せざるを得ない PO との間に横たわる資源格差の問
題がある（Ferrer［1997］）。

（ 9 ）筆者は，2010 年 3 月 26 日にフィリピン・ペトロン社本社で行われた ICM 管
理局と BCCFI 幹部との会議を傍聴する機会を得た。筆者が傍聴したときの議題は，
沿岸環境保全の必要性に関して地域住民をどのように啓蒙すべきか，という点で
あったが，ICM 管理局が提案した案に対して BCCFI 側がその有効性につき疑問
点をただすなど，会議はさながら管理局職員に対する行政能力向上のためのワー
クショップの様相を呈していた。

（10）カビテ州の事例に関する記述は，2006 年から 2010 年の間に数回にわたって筆
者が実施した現地調査における関係者へのインタビュー調査および収集資料，そ
の後に電子メールで州政府関係者から収集した追加情報にもとづいている。

（11）カビテ州でも，Bantay Dagat がかかわる事件が発生した。Bantay Dagat の
リーダーが，違法漁業者を拘束して罰金を徴収したにもかかわらず，拘束の事実
を地元政府に報告しなかったというものである。このリーダーは逮捕されたが，
MFARMC の議長も務めていたため，MFARMC も機能不全に陥った。
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第 8 章

多民族社会マレーシアの地方行政
― 一党優位体制下における安定した行政―

河野元子

はじめに

マレーシア（1957 年独立当時はマラヤ連邦。1963 年成立）は，東南
アジア諸国における開発体制と地方行政・地方自治を考えるとき，きわめ
て興味深い国のひとつである。同国は，イギリス植民地時代に原型が作ら
れた州と連邦区からなる連邦制国家で，1957 年の独立憲法において各州
政府は一定の行政権限を与えられた。しかし，植民地開発下に形成された
民族問題が表面化して，その解決を内政の最大課題とした国家主導の開発
が地方にまで推進されていった。豊かな資源の利用と工業化による経済発
展の成功によって，民族間には一定の安定がもたらされ，連邦政府の一党
優位体制が維持されて，隣国インドネシア，タイのような「分権化」はみ
られていない。

1960 年代から 1980 年代にかけて，東南アジア諸国はまさに開発の時
代の真っ只中にあった。マレーシアのみならず，インドネシア，フィリピ
ン，タイなどにおいても，国家主導の開発が推進された。しかし，1980
年代後半から，開発主義と不可分な権威主義体制に対する批判が起こり，
これを契機とした民主化運動が東南アジア諸国に波及した。さらにその後，




